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「研究双書」シリーズ
（表示価格は本体価格です）

631
現代アフリカの土地と権力 ミクロ，マクロな政治権力が交錯するアフリ

カの土地は，今日劇的に変化している。その
要因は何か。近年の土地制度改革を軸に，急
速な農村変容のメカニズムを明らかにする。

　
武内進一編 2017年　315p.　4,900円

630
アラブ君主制国家の存立基盤 「アラブの春」後も体制の安定性を維持して

いるアラブ君主制諸国。君主が主張する統治
の正統性と，それに対する国民の受容態度に
焦点を当て，体制維持のメカニズムを探る。

　
石黒大岳編 2017年　172p.　2,700円

629
アジア諸国の女性障害者と複合差別 国連障害者権利条約は，独立した条文で，女性障害

者の複合差別の問題を特記した。アジア諸国が，こ
の問題をどのように認識し，対応する法制度や仕
組みを構築したのか，その現状と課題を考察する。

人権確立の観点から
小林昌之編 2017年　246p.　3,100円

628
ベトナムの「専業村」 ベトナムでは1986年に始まる経済自由化により，

「専業村」と呼ばれる農村の製造業家内企業の集積
が形成された。ベトナム農村の工業化を担う専業
村の発展の軌跡をミクロ・マクロ両面から追う。

　
坂田正三著 2017年　179p.　2,200円

627
ラテンアメリカの農業・食料部門の発展 途上国農業の発展にはバリューチェーンの統合が

カギを握る。ペルーを中心としたラテンアメリカ
の輸出向け青果物やブロイラーを事例として，生
産性向上と付加価値増大のメカニズムを示す。

バリューチェーンの統合
清水達也著 2017年　200p.　2,500円

626
ラテンアメリカの市民社会組織 労働組合・協同組合・コミュニティ組織・キリスト教集団をはじめ，

ラテンアメリカでは様々な市民社会組織がみられる。コーポラテ
ィズム論や代表制民主主義論を手掛かりに，近年のラテンアメリ
カ 5カ国における国家とこれらの組織の関係性を分析する。

継続と変容
宇佐見耕一・菊池啓一・馬場香織共編 2016年　265p.　3,300円

625
太平洋島嶼地域における国際秩序の変容と再構築 21世紀以降，太平洋をめぐり地政学上の大変動が起きている。島嶼

諸国・ANZUS(豪，NZ，米 )・中国などの新興勢力による三者間の
パワーシフトと合縦連衡の関係について，各分野の専門家により実
証的に分析。現代オセアニアの国際関係を考えるための必読書。黒崎岳大・今泉慎也編 2016年　260p.　3,300円

624
「人身取引」問題の学際的研究 人身取引問題は開発問題の底辺にある問題である。

国際的アジェンダとなった人身取引問題という事
象を，法学，経済学，国際関係論という複数のア
プローチから包括的かつ多角的に分析する。

法学・経済学・国際関係の観点から
山田美和編 2016年　164p.　2,100円

623
経済地理シミュレーションモデル 空間経済学に基づくアジア経済研究所経済地

理シミュレーションモデル（IDE-GSM）に
ついての解説書。モデルの構造，データの作
成，パラメータの推定，分析例などを詳説。

理論と応用
熊谷聡・磯野生茂編 2015年　182p.　2,300円

622
アフリカの「障害と開発」 「障害と開発」という開発の新しいイシューを，アフ

リカ大陸の 5つの地域・国と域内協力について論じた。
SDGsでアフリカの開発を念頭に置く際に，障害者た
ちの問題を取り残さないために必要な課題を整理。

SDGsに向けて
森壮也編 2016年　295p.　3,700円

621
独裁体制における議会と正当性 独裁者（独裁政党 )が議会を通じていかに正当性を

獲得し，体制維持を図っているのか。中国，ラオス，
ベトナム，カンボジアの 4カ国を事例に，独裁体制
が持続するメカニズムの一端を明らかにする。

中国，ラオス，ベトナム，カンボジア
山田紀彦編 2015年　196p.　2,400円

620
アフリカ土地政策史 植民地化以降，アフリカの諸国家はいかに土

地と人々を支配しようとしたのか。独立や冷
戦終結は，その試みをどう変えたのか。アフ
リカの国家社会関係を考えるための必読書。武内進一編 2015年　275p.　3,500円

619
中国の都市化 都市化に伴う利害の衝突がいかに解決されるかは，その都市また

は国の政治のあり方に大きく影響する。本書は，中国の都市化過
程で，異なる利害がどのように衝突し，問題がいかに解決される
のかを政治学と社会学のアプローチで考察したものである。

拡張 ,不安定と管理メカニズム
天児慧・任哲編 2015年　173p.　2,200円




